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令和6年1月18日

協議会名：

評価対象事業名：

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

計画どおり、事業は適切に
実施された。

④事業実施の適切性

A

⑤目標・効果達成状況

対象者が第１種知的障がい者及
び第１種身体障がい者に限定され
ているため、対象者の範囲の拡大
を検討する必要がある。

バリアフリー化設備等整備事業

三浦半島生活交通ネットワーク計画協議会

京浜急行バス株式会社
障がい者用ICカードシステム等
の導入

A

障がい者用ICカードの導入
により、乗降時間の短縮及
び利用者への負担が軽減
された。



地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

障がいのある利用者の負担を軽減し、利用しやすい環境を整えることで、障がい者の社会参加を促進する。
また、公共交通の利用を促すことで、自家用車からの転換による環境負荷の軽減に寄与する。

別添１－２

事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について

協議会名： 三浦半島生活交通ネットワーク計画協議会

評価対象事業名： バリアフリー化設備等整備事業

令和6年1月18日


